
移住先の市町村が属する総
合振興局・振興局

支給上限額（円）

1 空知総合振興局 27,000 

2 石狩振興局 27,000 

3 後志総合振興局 29,000 

4 胆振総合振興局 28,000 

5 日高振興局 29,000 

6 渡島総合振興局 26,000 

7 檜山振興局 28,000 

8 上川総合振興局 32,000 

9 留萌振興局 33,000 

10 宗谷総合振興局 37,000 

11 オホーツク総合振興局 34,000 

12 十勝総合振興局 32,000 

13 釧路総合振興局 31,000 

14 根室振興局 35,000 

地方就職支援金の支給上限額


